
1 
 

３Ｒイニシアティブ高級事務レベル会合の結果について 

 

平成 18 年３月９日 

廃棄物・リサイクル対策部企画課 

 

 

１．日 程：2006年３月６日（月）～８日（水） 

 

２．開催地：独立行政法人国際協力機構（JICA） 国際協力総合研修所 

 

３．出席者： 

20ヶ国及び欧州委員会並びに７国際機関の担当部局長 

（参加国・参加機関の代表者については別紙１参照） 

【出席した国】 

Ｇ８（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア、イギリス、アメリカ及び欧州委

員会）及びその他招待国（ブラジル、中国、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、

フィリピン、韓国、シンガポール、南アフリカ共和国、タイ、ベトナム） 

【出席した国際機関】 

アラブ連盟、OECD、UNEP、バーゼル条約事務局、アジア開発銀行（ADB）、国連地域開発セン

ター（UNCRD）、国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP） 

 

４．概 要： 

本会合では、３Ｒイニシアティブ閣僚会合以降の各国・国際機関における３Ｒの取組の進展や優

良事例の紹介を行い、情報を共有した。また、１）各国における３Ｒの推進、２）国際的な３Ｒの

推進について議論し、会合の成果として議長サマリー（別紙２参照）がとりまとめられた。 

 

（議長サマリーのポイント） 

○ 会合の議長を岡澤和好環境省参与が務めた。 

○ 各国は、昨年４月の閣僚会議以降、３Rに関する法制化や戦略の策定などの進展を報告した。

国際機関においても、３Rに関するプロジェクトやプログラムを実施している。 

○ 国、地域、地球レベルで３Rを推進していくことの重要性が指摘された。この推進において、

産業界やＮＧＯとの協力の必要性が指摘された。 

○ 国内における３Ｒ推進の成功事例として、廃棄物のマニフェスト制度や、３Ｒに関する法制

度の確立、拡大生産者責任の導入などがある。また、これらを推進していくための鍵として、

製造設計段階から廃棄物管理に至るまでの総合的なアプローチなどが挙げられる。 

○ 循環資源や再製造品の国際的な流通に関して、受け手の国において廃棄物となった後に十分

な処理がなされないことや偽造された再製造品に対する懸念が示された。また、経験を蓄積

し潜在する課題に対処するため、技術的なガイドライン作成の有用性が指摘された。 

○ ３Ｒイニシアティブに関して、各国はプロセスの継続を支持し、2006年秋にも開催するアジ
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ア地域での会合の運営も含め地域大での取組を進めていくという日本の提案を歓迎した。ま

た、UNEPやアジア開発銀行、バーゼル条約事務局などの国際機関が日本の取組に対する協力

を表明した。 

○ 2006年のＧ８議長国のロシア、2007年のＧ８議長国のドイツが、３ＲイニシアティブをＧ８

プロセスで取り上げる意向を示した。また、日本は、Ｇ８議長国となる2008年を目指して３

Ｒイニシアティブをリードしていくことを表明した。 

 

また、ランチセミナーとして、６日に「日本における３Ｒイニシアティブの推進」（３Ｒ活動推

進フォーラム主催）、７日に「廃電気電子製品(E-Waste)対策」をテーマとしたセミナーが開催さ

れたほか、３Rに関係する取組や商品がパネルやビデオ放映により展示された。こうした取組にNGO、

産業界、関係団体などの関係者が参加し、３Rの取組を幅広いレベルで展開する機会となった。 
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第2回 ３Ｒイニシアティブ高級事務レベル会合の結果概要 

 2007年10月4日（木）～6日（土）に、３Ｒイニシアティブ高級事務レベル会合がドイツ・ボ

ンにおいて開催されました。会合には18か国及び欧州委員会並びに５国際機関の担当部局長等が

参加して議論が行われました。 

 本会合では、2005 年の３Ｒイニシアティブの開始以降、３Ｒの概念が広く共有され、Ｇ８各国

はもとより、アジア諸国等他の国・地域でも、３Ｒの取組が進展しているとの認識が共有されまし

た。また、３Ｒに関するＧ８としての今後の取組について、来年の我が国におけるＧ８環境大臣会

合で合意することを念頭に、今回の会合での議論をもとに、我が国から具体的な提案を行い、検討

を進めていくこととされました。 

 

１．日程 

平成19年10月4日（木）～6日（土） 

２．開催地 

ドイツ連邦環境自然保護原子力安全省(ボン) 

３．出席者 

 18ヶ国及び欧州委員会並びに５国際機関の担当部局長等 

（日本環境省からは紀村廃棄物・リサイクル対策部企画課長他出席） 

【出席した国】  

Ｇ８（ドイツ、日本、イタリア、カナダ、ロシア、フランス、アメリカ、イギリス）、欧

州委員会、及びその他招待国（ブラジル、チリ、中国、インドネシア、メキシコ、ナイジ

ェリア、韓国、シンガポール、南アフリカ、ベトナム）  

【出席した国際機関】  

経済協力開発機構(OECD)、国連環境計画（UNEP）、バーゼル条約事務局、国連地域開発セ

ンター（UNCRD）、アジア開発銀行（ADB） 

  

４．概要  

（１） 本会合では、３Ｒの各国での進捗、３Ｒ関連の製品、原料等の国際流通、３Ｒ技術、バー

ゼル条約やOECDなどの場における適正な廃棄物管理のための基準の改善などについて議論がな

された。その結果、2005年の３Ｒイニシアティブの開始以降、３Ｒの概念が広く共有され、Ｇ

８各国はもとより、アジア諸国等他の国・地域でも、我が国が国際機関とも連携しながら支援を

進めていること等により、３Ｒの取組が進展しているとの認識が共有された。また、３Ｒに関す
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るＧ８としての今後の取組について、来年の我が国におけるＧ８環境大臣会合で合意することを

念頭に、今回の会合での議論をもとに、我が国から具体的な提案を行い、検討を進めていくこと

とされた。 

（２） 我が国からは、３Ｒに関する最近の動きとして、主として以下の内容について報告した。 

[1] レジ袋等の排出抑制対策を強化した「容器包装リサイクル法」の改正や、食品廃棄物由来

の堆肥（コンポスト）等の利用をさらに進め、生産された農畜水産物を食品関連事業者が

利用する循環型の再生利用（リサイクル・ループ）を促進する「食品リサイクル法」の改

正、「家電リサイクル法」の見直しなど、国内リサイクル関連法制度の改正・見直しの進

捗 

[2] 我が国における循環型社会形成のための施策の基本的な方針や数値目標等を定めた「循環

型社会形成推進基本計画」の進捗状況や、来年３月頃の改定に向けて同基本計画の見直し

を以下の視点で行っていること 

ア） 低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の統合的な展開を進めるため、地球温暖化

対策等の取組との連携を強化すること 

イ） 望ましい循環型社会の姿を定量的に明確にし、必要があれば新たな補助指標の導入

等を行うこと 

ウ） 地域循環圏について議論を深め、循環型の地域づくりや３Rの国民運動の展開を推

進する施策を検討すること 

エ） 国際的な視点から、３Rの推進に関する我が国の主導的な役割や、東アジアにおけ

る適切な資源循環のための施策を検討すること 

[3] 本年6月に閣議決定した「21世紀環境立国戦略」においては、３Ｒを通じた循環型社会

の構築に関する戦略として、ア）アジアでの循環型社会の構築に向けた取組、イ）３Ｒの

技術とシステムの高度化、ウ）３Ｒを通じた地球温暖化対策への貢献、エ）日本提唱の３

ＲイニシアティブのＧ８での推進を盛り込んでいること 

[4] 国際的な資源循環に関しては、ア）まず各国内における各国の国内で循環型社会を構築す

ること、イ）同時に、廃棄物の不法な輸出入を防止する取組を充実・強化すること、ウ）

その上で、循環資源の輸出入の円滑化を図ることを基本的な考え方とすること 

[5] 我が国が中国、韓国、アセアン諸国を始めとするアジア地域の諸国等に対して行っている、

政策対話、３Ｒ国別計画・戦略の策定支援などの二国間協力や国際機関との協力 

（３） さらに、我が国は来年のＧ８議長国として、３Ｒイニシアティブの今後の方向性について、

以下を提案し、Ｇ８各国から基本的な賛同を得た。 
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[1] OECDやUNEP、バーゼル条約等関連する様々な国際的取組の動向を共有し、国際協調を促

進すること 

[2] ３Ｒに関する取組を地球温暖化対策や生物多様性の保全に貢献する観点からも効果的に

進めるべく、Ｇ８としてのコミットメントを示すこと 

[3] 世界の主要国として、資源生産性に係る目標設定を行うことを含め、３Ｒを通じた資源の

有効利用や廃棄物の減量に係る取組を率先して進め、開発途上国等の能力開発について更な

る取組を協調して進めること 

[4] 国際的な資源循環を進めるに当たっては、各国内での循環資源の適正な管理、不法な越境

移動の防止を進めることを前提とするとの基本的考え方を共有すべきこと 

 

 


